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 ホルムアルデヒド 
 

 

      

 その他の名称： ホルマリン、メタナール、メチレンオキシ

ド、メチルアルデヒド、オキソメタン、メ

チレングリコール、メチレンオキシド、ホ

ルモールなど 

 ホルムアルデヒドは広く使われる化学物質で、食品中

に低いレベルで自然に発生したり、さまざまな合成製

剤に使われています。常温では ホルムアルデヒドは無

色で、はっきりとした刺激臭のある可燃ガスです。微

量のホルムアルデヒドは、植物、動物、人間により自

然に作られることもあります。1 
 

サプライチェーンにおける使用 
ホルムアルデヒドは、肥料、紙、合成木材、尿素ホルムア

ルデヒド樹脂などの生産に使われることがあります。ま

た、食品や多くの家庭用製品、たとえば消毒剤、薬品、化

粧品などの防腐剤として使われます。1 
 

ホルムアルデヒドは、防しわ、防縮、防汚などの特性を、綿

や綿混の生地に付与する為の、助剤の出発原料のひとつで

す。また、染料や顔料 （特に蛍光色）の樹脂、バインダー、

固着剤などで見つかることがあります。ある種のプリント、

接着剤、熱転写の触媒として使われることもあります。 
 

 

  

CAS 番号 物質 

50-00-0 ホルムアルデヒド 

  
 

  

     
 しばしば見つかる

場所 
▪ 防しわ加工 （パーマネントプレス、イー

ジーケア、ノンアイロン）、3D しわ加

工、防汚加工 
▪ フェノール系、尿素系、メラミン系ホ

ルムアルデヒドを使った樹脂もしくは

コーティング。PU 樹脂。 
▪ スプレーや どぶ漬けによる色付けや染

め直し 
▪ 発泡プリント、抜き染プリントなどの

プリント 
▪ 熱転写プリント 
▪ パッチを含む接着剤や糊を使う部分 
▪ 臭気調整剤 

  

     
  

なぜホルムアルデヒドが制限されるのか 
▪ 世界中の主要な市場で、最終製品におけるホルムアルデヒドの残留を法律で規制しています。 
▪ ホルムアルデヒドは、人間にとって発がん性があるかもしれない物質として分類されており、目、鼻、喉など

に刺激を与えます。高濃度のホルムアルデヒドは、ひどい痛み、胃腸不良、吐き気、昏睡、また死にいたるこ

ともあります。 
 

 

  

サプライヤーからの 基準をみたした材料の仕入れについて 
▪ サプライヤーに対し、貴社が現行の AFIRM RSL の制限物質リストの基準を満たした材料を求めていることを

説明してください。2 
▪ サプライヤーに対し、貴社がホルムアルデヒドを、加工工程または、次の物質の残滓として、意図的に添加し

ていない物質を求めていることを説明してください。 
o 熱転写プリント  
o （発泡プリント、抜き染プリントなどの）プリント 
o 接着剤、のり 
o 仕上げ剤 

▪ サプライヤーに対し、材料基準適合書 または、外部ラボでの試験レポートを提出するよう依頼してください。 
▪ 材料が入荷した際、現行の AFIRM の制限物質基準に合致しているか、リスク評価テストの実施を検討してくだ

さい。2 
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▪ 接着剤やのりは、安全データシート（SDS）で、材料としてホルムアルデヒドが使われていないことを確認し

てください。 
▪ この情報シートを、貴社の材料メーカーやプリント加工業者と共有し、彼らが貴社の仕入れ要求を理解できる

ようにしてください。そして、その川上のサプライヤーから、基準に合った材料、原料を仕入れるように指導

してください。 
 

  

化学物質サプライヤーからの 基準をみたした化学品の仕入れについて 
▪ 化学物質サプライヤーに、貴社が出発材料として、ホルムアルデヒドの使用を求めていないことを説明してくだ

さい。（ただし、ホルムアルデヒドが、樹脂、バインダー、再なめし剤を生産するための凝縮工程でモノマーと

して使われ、その最終製品が、ZDHC の製造時制限物質リストおよび最終製品の制限物質リストを満足させる

ものである場合を除く。） 
▪ 最終製品（樹脂、染料、顔料、コーティング、プリント）に使われている化学物質が、指定されている試験方

法により、AFIRM の制限物質リストを満たしているようにすること。2  
▪ すべての配合について、現在の GHS の要求を満たした SDS の提出を依頼してください。全ての化学製剤の安

全データシート（SDS）をチェックし、上記に記載のホルムアルデヒドの CAS 番号が原料として入っていな

いことを確認すること。 
▪ プロセスをモニタリングするために使われる補助物質のためのテクニカルデータシート（TDS）の指示に従っ

てください。（硬化時間や温度、濃縮、pH などを含む） 
▪ 生産工場において、可能であれば、ホルムアルデヒドの簡易抜き取りテストを行ってください。 
▪ 仕掛品、もしくは完成品のサンプルを、外部のラボに提出し、リスク評価を実施してください。 
▪ 化学品のサプライヤーと、貴社の生産ニーズに合致した、安全な代替品がないかどうか話し合ってください。 
▪ 配合品を調達する前に、その化学物質の特性を検証し、防御用具、化学品保管施設、施設エンジニアリング

管理、関連した取り扱いおよび廃棄施設が、その化学品に対して適当なものかどうか確認するようにしてく

ださい。 
 

 

  

より安全な代替品 
▪ 樹脂、接着剤、バインダーやその他の助剤には、低レベル、もしくはホルムアルデヒドを含まない代替品があ

ります。 
▪ どのような代替物質についても、残念な代替品を選ばないために、変更する物質の見直しは慎重に進めること。 
▪ その地域では適当な代替品が見つからない場合、作業者の安全を守り、最終製品における濃度を管理するため

に、工程管理をきちんと行うこと。可能性のある相互汚染を防ぐためにも、必ず予防処置をとること。 
 

 

  

追加情報 
ECHA's のホームページで高懸念物質候補リストを確認してください。多くの制限物質の一覧を見ることができます。
https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 

該当する場合、ホルムアルデヒドを含む製品を扱う作業者を守り、施設内における製品の相互汚染を防ぐためにも、生

産者はきちんとした管理が必要です。 
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1 有害物質疾病登録局。有害物質ポータル – ホルムアルデヒド。https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=219&tid=39 
2 アパレルとフットウェアインターナショナル RSL マケージメントグループ規制物質リスト (AFIRM RSL) http://afirm-group.com/afirm-rsl/ 
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